マイクロバス運用規程
（目的）

第１条　この規程は、伊勢市社会福祉協議会（以下「社協」という。）が所有するマイクロバスの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

（運用の原則）
第２条　マイクロバスは、社協が実施する事業に運用するもののほか、次の各号に掲げた団体から利用の希望があったときは、福祉を目的とした行事に限り、貸し出すことができるものとする。

（１）　市内障害者・母子寡婦・介護者家族等の福祉団体

（２）　老人クラブ連合会
（３）　単位民児協及び連合会
（４）　市内ボランティア連絡協議会
（５）　地区社会福祉協議会
（６）　いきいきサロン・会食サービス実施団体
（７）　宅老所
（８）　その他、社協会長が認めた団体
２　前項の「福祉を目的とした行事」とは、次のものをいう。
（１）　社会福祉施設等の視察見学（但し利用団体の活動趣旨に沿った内容の視察であること）
（２）　各種福祉大会、福祉行事及び研修会への参加
（３）　いきいきサロン・会食サービスの実施
（４）　その他、社協会長が認めたもの
（利用の制限）

第3条 　利用回数は、当該年度の予算の範囲とする。

２　第２条第１項１号から３号の利用団体は１団体当たり年間３回以内とする。

３　第２条第１項４号から５号の利用団体は１団体当たり年間２回以内とする。
４　第２条第１項６号から７号の利用団体は１団体当たり年間１回以内とする。
５　マイクロバス等を所有していない法人および団体とする。
６　マイクロバスの乗車定員は、運転手を除き、２８名以下とする。但し、利用人数が９名以下の場合は、貸し出すことができないものとする。

７　レジャー施設または食事を目的とする送迎の運行については認めない。
（申請及び承認）

第4条 　マイクロバスの利用を希望するものは、利用希望日の４ヶ月前から前月の５日までに、「マイクロバス利用申請書」（様式第１号）に行程表（様式第１号ー１）と地図（A４ｻｲｽﾞでFAX可能な用紙）を添付し、社協会長に提出しなければならない。

　２　社協は、前項の申請書の提出を受理した後、マイクロバスの運行状況等を確認し、申請者へ可否の連絡をする。

（取り消し等）

第５条　マイクロバス利用を取り消しするものは、利用する前月5日までに社協へ報告しなければならない。
（費用の負担）

第６条　マイクロバス利用については無料とする。

２　マイクロバスを利用するもの（以下「利用団体」という。）は、使用した有料道路料金及び駐車料金を負担しなければならない。なお、ＥＴＣを利用する場合は、利用団体の所有するＥＴＣカードを使用するものとする。
（利用の範囲）

第７条　マイクロバスの利用は日帰り、かつ、行き先は三重県内とする。

２　第２条第１項６号の利用団体については、市内とする。
３　マイクロバスは、原則として午前８時３０分から午後５時１５分までの間において運行するものとする。

４　前項の規定にかかわらず、利用団体等の事業活動上やむを得ない事情があると会長が認める場合は、所定の運行時間を超えて使用することができる。
（乗降場所及び駐車場）

第８条　乗降場所は、原則バス停以外は認めない。

２　目的地（訪問先）における駐車場の確保については、利用団体が事前に連絡調整を行うものとする。

（運転手の昼食）

第９条　運転手の昼食については用意する必要はない。
（運休日）
第１０条　マイクロバスの運休日は、次のとおりとする。

　（１）年末年始の休日
　（２）車輌の整備が必要なとき

　（３）気象上の理由で運行が不適当と認められる期間

（その他）

第１１条　前項に定める以外については、別途定める。

付則

この規程は、平成１５年４月１５日より施行する。
付則

この規程は、平成１５年１１月１日より施行する。

付則

この規程は、平成１６年９月１日より施行する。

付則

この規程は、平成１８年４月１日より施行する。

付則

この規程は、平成２２年８月１日より施行する。

付則

　この規程は、平成２３年４月１日より施行する。

付則

　この規程は、平成２４年４月１日より施行する。

付則

　（施行期日）

　１　この規程は、平成２５年９月１３日より施行する。

　（大型バスの運用廃止）

　２　この規程に定める大型バスの運用については、平成２６年３月３１日を

　　もって廃止する。なお、第４条に基づく平成２５年１２月１日以降の大型

　　バスの利用申請について、その利用希望日が廃止日以降である場合は受け
付けないものとする。

付則

　この規程は、平成２６年４月１日より施行する。

付則

　この規程は、平成２６年１０月１日より施行する。

付則

　この規程は、平成２９年４月１日より施行する。

付則

　この規程は、令和元年７月１日より施行する。
付則
　（施行期日）
　１　この規程は、令和元年１２月１日より施行する。
　（経過措置）
　２　この規程の施行後、令和元年１２月１日から令和２年３月３１日までの
　　期間において利用の場合は、経過措置として利用回数等の必要に応じ従前
　　の規程に基づき運用する。
付則

　この規程は、令和５年５月８日より施行する。
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